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１．令和7年度の渇水状況



豊橋河川事務所
１－１．令和７年度の夏渇水
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○令和7年は、東・西日本では記録的に早い梅雨明けとなり、東北日本海側と北陸地方の7月の降水量は、平年と比べ
てそれぞれ13％、8％で、統計を開始した1946年以降の7月として最も少ない記録となった。

○令和7年夏渇水では、27水系35河川で渇水調整協議会等の開催、取水制限等の渇水体制がとられた。
○国土交通省は7月30日に、平成29年以来8年ぶりに「国土交通省渇水対策本部」を設置（10月5日解散）。

○中部地方では、令和7年夏渇水により豊川水系豊川において、節水等の渇水体制を設置。



豊橋河川事務所
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○ 用水を必要とする出穂期を乗り切るために、農林水産省と連携し、以下の方針を対応。

①水利使用者間の調整、ダムの最低水位以下の貯留水（底水）活用

鳴子ダムでは、本来取水を予定していない、最低水位以下(ダム堆砂容量)に貯まっている水を、利水者の要請に応じ、
ダム使用権者や漁協など関係者の同意を得て、放流バルブから緊急的に放流してる。

②TEC-FORCE等による災害対策用機械等（排水ポンプ車、散水車等）を活用したかんがい用水の給水
○ 本支援は、改正災害対策基本法（R7.6公布）を踏まえた連携の枠組「TEC-FORCEパートナー」として活動する企業と協働。

１－１．令和７年度の夏渇水



豊橋河川事務所
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○ 中部地方整備局管内の直轄河川では、令和７年１１月以降の少雨により、河川の流量が少ない状態が長期にわたり断続

的に発生し、ダム等の貯水量が減少している。（令和８年３月時点）

○ 既に複数の水系で取水制限が実施され、河川の流量減少による河川環境や取水等の水利用への影響が懸念されている。

このため、中部地方整備局では、円滑な渇水対応を進めていく体制を整えるため１月１５日９時に渇水対策本部を設置。

１－２．中部地方整備局管内の水源池貯水量等（参考）



豊橋河川事務所
１－３．渇水リスクの増大
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○ 気象庁の51観測地点において、無降水日（日降水量1.0mm未満で降水の見られない日）の日数が増加傾向。
○ 気候変動の影響により、年間の無降水日の日数が増加すると予測されている。

○ 無降水日の増加等による渇水の頻発化等に伴う、 さらなる渇水被害の発生が懸念される。

出典：流域総合水管理のあり方検討部会・小委員会（第２回合同開催） 参考資料１ 流域総合水管理に取り組む背景・課題（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001878346.pdf）



豊橋河川事務所

6

○ 産業革命以降、地球の平均気温が２℃上昇した場合の
少雨年※１の発生頻度は約１.５倍、渇水※２の発生頻度は約２.２倍と試算されている。

※１ 非超過確率１/１０の降水量
※２ 非超過確率１/１０の渇水流量

出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf）

１－３．渇水リスクの増大
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２．流域総合水管理



豊橋河川事務所
２－１．流域総合水管理とは
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○ 近年では、これまで幅広い分野で個別に講じられてきた水循環に関わる施策を総合的かつ一体的に推進するために、平

成 26 年に水循環基本法が制定され、令和６年に「流域総合水管理」の考え方や展開に言及した水循環基本計画が閣議
決定された。

出典：流域総合水管理のあり方検討部会・小委員会（第１回合同開催） 資料２－１ 審議会（部会/小委員会）の設置目的（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001867675.pdf）



豊橋河川事務所
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○ 気候変動によって各地で豪雨災害の激化や異常な高温が頻発化し、長い年月をかけて形作られてきた水の動きは変わり

つつある。水の使い方について各地域で形成されてきた様々な秩序も踏まえ、その地域がその使い方について再考（再構

築）するタイミングにきている。

○ 流域の関係者が連携して、より地域を豊かにするために未来志向で協力するとともに、河川管理者をはじめとする主体が

その調整を積極的に担う必要がある。

出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 概要 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf

２－１．流域総合水管理とは



豊橋河川事務所
２－２．「流域総合水管理」に取り組む背景・課題
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出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 p.11 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf



豊橋河川事務所
２－３．流域総合水管理が目指す方向性
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出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 p.22 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf

○ 治水に加え利水・環境も流域全体であらゆる関係者が他者を尊重しながら協働して取組を深化させるとともに、流域治水・

水利用・流域環境間の「相乗効果の発現」「利益相反の調整」を図り、一体的に取り組むことで「水災害による被害の最小

化」「水の恵みの最大化」「水でつながる豊かな環境の最大化」を実現させる「流域総合水管理」を推進する。



豊橋河川事務所
２－４．流域治水・水利用・流域環境間の 「相乗効果の発現」 「利益相反の調整」の事例
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出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 p.23 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf



豊橋河川事務所
２－５．「流域治水」が目指す「水災害による被害の最小化」（参考）

○ 気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害に対し、適応策を推進して被害の最小化を目指すとともに、緩和策とグ

リーンインフラの取組もあわせて推進する。
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出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 p.27 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf



豊橋河川事務所
２－６．流域総合水管理の取組（イメージ）

○ これまでは治水・利水・環境それぞれの分野の施策を推進してきたが、全体では必ずしも最適な水管理とはなっていなかった

○ 今後は、流域治水・水利用・流域環境の一体的な取組を進め、予測技術を活用した複数ダムの統合運用（プール運用）や水

路網など流域の水管理による良好な水辺空間の創出など新たな価値を創出し、流域関係者でその価値を共有する仕組みを

確立する

14
出典：流域総合水管理のあり方について 答申 参考資料 p.34 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001914209.pdf
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３．流域総合水管理の取組事例



矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

プロジェクトの特徴

・矢作川流域・豊川流域をモデルケースとし、“水循環”をキーワードに、流域の関係者が一体と
なり、分野横断・官民連携でカーボンニュートラルの実現を目指す

・水力や水インフラ空間を活用した「①再生可能エネルギーの創出」、水処理事業を中心とした
「②エネルギーの省力化」、森林保全等による「③ＣＯ２吸収量の維持・拡大」、「④新技術・新シス
テムの導入」の4つの視点により、流域が持つポテンシャルを最大限に活用した施策を推進

矢作川・豊川ＣＮプロジェクトの概要
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プロジェクトのこれまでの取組経緯
矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

あいちカーボンニュートラル戦略会議
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・愛知県知事
・豊橋市長
・豊田市長
・農林水産省 東海農政局長
・経済産業省 中部経済産業局長
・国土交通省 中部地方整備局長
・環境省 中部地方環境事務所長
・水資源機構 中部支社長

③ＣＯ２吸収量の
維持・拡大分科会

④
新
技
術
・
新
シ
ス
テ
ム

分
科
会

・愛知県商工会議所連合会 会長
・中部経済連合会 会長
・東京大学名誉教授 池内幸司
・一橋大学名誉教授 山内弘隆

協議会事務局：河川課、地球温暖化対策課
イノベーション企画課

②省エネルギー
分科会

各分科会

矢作川・豊川ＣＮ推進協議会

①再生可能エネルギー
分科会 連携

連携

連携

プロジェクトの推進体制
矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

協議会の開催状況
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東三河地域（豊川）西三河地域（矢作川）施策視点

1-1.既存水力発電の増強

1-2.水インフラ空間における小水力発電施設の設置

1-3.温度差エネルギーの活用

1-4.水インフラ空間における太陽光発電施設の設置

1-5.バイオマス活用の推進

1.再生可能エネ
ルギーの創出

2-1.水道施設の再編及び汚水処理の統廃合

2-2.新設時や機器更新時における最新技術の導入

2-3.温度差エネルギーの活用

2-4.その他

2.エネルギーの
省力化

3-1.森林・緑地の保全
3-2.循環型林業の推進及び木材利用の促進

3.CO2吸収量
の維持・拡大

4-1.上下水道の連携

4-2.水循環マネジメントによる水利用の最適化

4-3.建設工事におけるＣＯ２排出量の削減

4-4.官民によるＣＮに向けた動きとの連携

4-5.その他

4.新技術・新シ
ステム

矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

矢作ダム運用高度化

木瀬ダム小水力発電

矢作川浄化センター太陽光発電(PPA)

菱池遊水地太陽光発電

設楽ダム水力発電

汚水処理の統廃合

豊橋浄水場再整備衣浦西部浄化センター汚泥共同焼却

下水処理の運転水準見直し

森林整備・循環型林業の推進、木材利用の促進

西三河地域にお
ける県と市町等
の上下水道の一
本化

低炭素型コンクリートブロック活用モデル工事

A-IDEAとの連携

水素社会実装に向けた動きとの連携

民間の技術開発の支援

カーボンリサイクルプロジェクトとの連携

水道施設の再編検討
（豊田浄水場など）

県有林における森林クレジット活用

砂防ソイルセメ
ントを活用した
堰堤工事

本日紹介する取組

プロジェクトの施策
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洪水調節容量に貯留することによる水力発電の増強
（矢作ダム）

【再エネ】1-1.既存水力発電の増強

発電放流管

洪水吐ゲート

◎ダムの水位運用高度化のイメージ

スケジュール

矢作ダム
左岸：愛知県豊田市
右岸：岐阜県恵那市

矢作川流域

位置図

平常時 平常時事前放流 洪水の貯留 貯留した
洪水の放流

降雨が予測さ
れない場合

時間

制限水位

ダ
ム
の
水
位

運用試行

洪水調節容量

利水容量 【従来】 利水容量内で運用

洪水調節

最新の気象予測技術を活用

凡　例

従来

試行

発電量増加分 ※従前は発電せず放流していた
水を活用、洪水調節容量に貯
留し、水力発電量を増加

矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

2026年度以降2025年度2024年度

試行・改善検討
2023年出水期から試行を開始。試行は出水期（6/1～10/15）が対象。

〇 矢作ダムにおいては、中部地方整備局と中部電力(株)により、水力発電の増強を目的とし、
気象予測を活用した水位運用高度化を検討。

○ 洪水調節に支障のない範囲で洪水調節容量に貯留して、できる限り有効に発電に利用しな
がら放流する運用を2023年出水期から試行開始。

○ 2025年度は、7月の出水において初めての試行を実施。

増電量運用高度化
実施量実施回数実施年度

321 MWh179万m31回2025年度

◎試行開始以降の実績

※増電量は矢作第一発電所
における試算値
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県内初の遊水地空間を活用した太陽光発電
（菱池遊水地）

（※県、町、地元関係者で構成）

広田川

矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

〇 遊水地の上部空間を有効活用し、ＣＮの推進に加え、地域のにぎわいづくり、自然環境
の保全・創出により地域の魅力の向上を図る。

〇 2024年度は、「菱池遊水地利活用検討協議会※」を設立し、上部利用方針を合意。

県と幸田町で連携協定を締結し(2025年2月)、3月から太陽光発電事業者の公募を開始。

〇 2025年度は、12月に占用許可申請予定者を決定し、基本協定を締結。今後、事業着手に
向け河川占用手続き等を進める。

スケジュール

【再エネ】1-4.水インフラ空間における太陽光発電施設の設置

完成後のCO2削減可能量（試算）
約1,1００t-CO2/年
施設規模(想定)×発電量係数×排出係数
＝2MW×1,278kWh/年/kW×0.421

ＣＮゾーン

自然環境ゾーン

公園ゾーン

太陽光発電施設

多目的グラウンド

バスケットボール場

スケートボードパーク

テニス場

湿地環境

広田川

菱池遊水地上部利用方針（イメージパース）

協定締結式(2025.2.17)
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〇開催概要

タイトル：カーボンニュートラルの未来を切り開く ～流域一体でのカーボンニュートラルへの挑戦～

日 時：2026年1月16日（金）13:30～16:30

場 所：ウィンクあいち大ホール（オンライン同時開催）

参 加 者：837名（会場611名、オンライン226名）

〇プログラム

・開会挨拶 大村知事

・特別講演 宇賀 なつみ 氏

・矢作川・豊川CNプロジェクトの取組紹介

①遊水地上部空間を活用した太陽光発電

②森林資源の循環利用と森林クレジット

③HEVモータを再利用したマイクロ水力発電システムの実証

④遊水地堤防法面での太陽光発電の実証

⑤浄水場の再整備等による省エネルギーの推進

・パネルディスカッション

コーディネーター

名古屋大学 准教授 中村 晋一郎氏

パネリスト

愛知工業大学 教授 雪田 和人氏

㈱リバー・ヴィレッジ 代表取締役 村川 友美氏

豊田市副市長 辻 邦惠氏

国土交通省 水資源計画課長 田中 敬也氏 

矢作川・豊川CNプロジェクトシンポジウム開催結果

矢作川・豊川ＣＮプロジェクト

●矢作川・豊川流域を対象として、“水循環”をキーワードに流域一体でカーボンニュートラル

を目指して2021年から「矢作川・豊川ＣＮプロジェクト」に取り組んでいる。

●本プロジェクトを全国に発信するため、シンポジウムを開催した。

【知事挨拶】 【特別講演：宇賀なつみ氏】

【③トヨタ自動車
生島氏】

【取組報告（民間）】

【④パシフィックC
小森谷氏】

• 本取組の意義や課題
などについて議論

• 取組をさらに展開し
ていくため、今後も
一つ一つ取組を実践
し、知見を蓄積して
いくことなどが必要

【パネルディスカッション】

【中村氏】

【総合司会：高坂実優氏】

【雪田氏】 【村川氏】

【辻氏】 【田中氏】 22
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豊橋河川事務所
３－２．矢作ダムにおける発電に資する水位運用高度化操作の試行
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○ 令和7年7月16日は、南からの暖かく湿った空気の影響により、東日本と西日本の太平洋側で大気の状態が非常に不安定
となり大雨となった。矢作ダム流域では、9時頃から雨が降り始め、流域平均総雨量は91mmを観測。

○ 矢作ダムでは洪水調節の実施に至らなかったが、貯水位が洪水貯留準備水位を超過しないよう、7月17日18時までは水
位維持操作（流入量＝放流量）を実施。

○ 本来のダム操作は、次の出水に備え、貯水位が洪水貯留準備水位以下とするよう水位維持操作を継続するが、最新の気

象予測技術を活用し、その後の降雨の状況を踏まえ、洪水貯留準備水位以上に貯留することで179万m3の水を水力発電
所により放流する取組を矢作ダムで初めて実施した。



豊橋河川事務所
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○ 今回、一連の操作の試行により、矢作ダムから取水する中部電力の矢作第一水力発電所における増電量は、約321MWh
と試算。

○ これは、一般家庭約1,240戸が１ヵ月に消費する電力量に相当する。
※一般家庭の1ヶ月の消費電力量を260kWhとして試算したもの。

３－２．矢作ダムにおける発電に資する水位運用高度化操作の試行
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４．水インフラ老朽化対策の取組事例



豊橋河川事務所
４．水インフラ老朽化対策の背景（埼玉県の陥没事故の概況）
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○ 令和7年1月28日、埼玉県八潮市の県道において道路陥没が発生し、トラック運転手が車両ごと落下。
○ 陥没箇所には、処理水量約61万㎥/日の下水処理場に繋がる管径4.75ｍの流域下水道管路が埋設されており、下水道管
の破損に起因すると考えられる陥没としては、最大級の規模。

○ 陥没規模は拡大するとともに、関連する12市町の120万人に下水道（風呂、洗濯など）の使用自粛が要請されるなど、影響
は更に拡大。

出典：第1回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料2－1 八潮市における道路陥没事故の概要
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001866042.pdf



豊橋河川事務所
４．水インフラ老朽化対策の課題（効率的な維持管理の必要性）
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○ 建設業就業者は、平成９年度をピークに年々減少傾向であり、今後も建設業の担い手不足が続くことが想定される。

○ 少子高齢化に伴い、生産年齢人口も減少することが想定されるため、省人化等を検討する必要がある。

○ 建設業の週休２日や時間外労働の上限規制等の働き方改革、労務費・物価等の上昇等の近年の社会経済情勢等の急激

な変化等により、効率的な維持管理が必須。

出典：流域総合水管理のあり方検討部会・小委員会（第２回合同開催） 参考資料１ 流域総合水管理に取り組む背景・課題（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001878346.pdf）

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行





水道DX 漏水調査の効率化
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老朽化対策の一環として、デジタル技術を活用して
水道管の健康診断を行い、健康状態を見える化

令和２年度に、外国企業の技術を利用して、調査に時間・費用を要
する山間部を中心に、優先的に漏水調査を実施するエリアを絞込
む「漏水エリア特定診断」を実施（約200自治体で採用）

令和４年度に、漏水調査を更に効率化するため、市全域を対象に
ＪＡＸＡベンチャーと実証実験「漏水リスク評価」を実施
（50以上の自治体で採用）

取組１ 「漏水エリア特定診断」（外国企業）

取組2 「漏水リスク評価」（JAXAベンチャー）



取組による効果

取組１ 「漏水エリア特定診断」（外国企業）

漏水調査
距離を

1/10
に絞込み

漏水
箇所数

漏水調査
距離(km)

調査対象
距離(km)

2592572,210

取組2 「漏水リスク評価」（JAXAベンチャー）

漏水調査
距離を

1/30
に絞込み
※リスク５の場合

漏水
箇所数

漏水調査
距離(km)

調査対象
距離(km)

771253,663

30

60か月（5年）
→7か月

漏水調査
期間の短縮

1/10に削減
漏水調査
費用の削減

69件→259件発見数の増加

中山間地域の
緊急漏水調査で
の優先調査
エリアとして活用

漏水箇所



水道水 非水道水

1つの漏水エリアを
直径200mの範囲

で抽出

漏水エリア特定診断（外国企業）
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だいち2号がＬバンドマイクロ波を
照射し、反射して戻ってきた観測
データを分析1

① 水か水以外に分類

② 水道水か水道水以外に分類

直径200mの円を
1つの漏水エリアとして特定

２

診断の流れ

元々は、火星に水があるかを
調査するための技術を応用



漏水エリア特定診断のイメージ
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直径200mの円を1つの
漏水エリアとして特定



×

漏水リスク評価（JAXAベンチャーとの実証）
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複数の衛星から水道管に
ストレスを及ぼす要因

（地表面温度、気象情報、地盤変動ほか）

1

ＡＩ解析

水道管データ
（材質、使用年数、漏水履歴）

約100ｍ四方を1つの漏水エリア
として５段階でリスク評価

2

評価の流れ



漏水リスク評価のイメージ
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約100ｍ四方を1つの漏水エリア
として５段階でリスク評価

リスクが高い


